
令和７年茂原市教育委員会会議１０月定例会日程 

 

日時：令和７年１０月２８日（火）１５時００分～ 

場所：茂原市役所９階９０１・９０２会議室 

 

１　開会宣言 

 

２　会議録署名人の指名 

 

３　会議事項 

（議決事項） 

　議案第１号　茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の

制定について 

　議案第２号　財産の取得について 

 

（報告事項） 

　報告１　　　令和７年度１２月補正予算について 

　 

４　閉会宣言 

 



議案第１号 

 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制

定について 

 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次のように制

定する。 

 

 

令和７年１０月２８日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　　茂原市教育長　　富　田　浩　明 

 

 

　　　茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（昭和60年教育委員会規則第８号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「指定学校変更許可申請書」を「指定学校変更申請書」に、「その」を

「指定学校変更許可通知書（別記第２号様式）により、」に改める。 

第５条の見出し中「区域外通学」を「区域外就学」に改め、同条中「市外居住者就学申

請書（別記第２号様式）」を「区域外就学申請書（別記第３号様式）」に、「その承諾」

を「区域外就学許可通知書（別記第４号様式）により、許可」に改める。 

別記第１号様式及び別記第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式（第４条） 

 

指定学校変更申請書 

 

茂原市教育委員会　様 

保護者氏名　　　　　　　　　　　　 

（申請者）　　　　　　　　　　　　 

連絡先　　　　　　　　　　　　　 

 

下記児童・生徒について、次の理由により、指定学校の変更をお願いいたします。 

 

 

記 

 
児童生徒氏名  

 生年月日

 現住所 

（住民登録地）

 （　　 ）住所

 
保護者氏名  

 指定学校 学年

 希望就学校 学年

 希望変更期間

 

申請理由

 

 

 

 



別記第２号様式（第４条） 
 

 第  号 
年  月  日 

 
 
            様 
 

千葉県茂原市教育委員会 
（公印省略）   

 
 

指定学校変更許可通知書 
 
学校教育法施行令第８条の規定によって下記のとおり学区外就学に関するお知らせをいたします。 
  
 

記 
 

 

お問い合わせ先              

千葉県茂原市教育委員会          

住所                    

電話 

 

児童生徒氏名  

 生年月日    年   月   日
 

現住所

 

保護者氏名  

 指定学校 学 年
 希望就学校 学 年
 変更期間    年   月   日 から   年   月   日 まで
 

申請理由

 備考



　別記第２号様式の次に次の２様式を加える。 

 



別記第３号様式（第５条） 

 

区域外就学申請書 

 

宛先 

　　茂原市教育委員会　様 

保護者氏名　　　　　　　　　　　 

（申請者）　　　　　　　　　　　 

連絡先　　　　　　　　　　　　 

 

下記児童・生徒について、次の理由により、区域外就学の承認をお願いします。 

 

 

記 

 
児童生徒氏名  

 生年月日

 現住所 

（住民登録地）

 （　　 ）住所

 
保護者氏名  

 指定学校 学年

 希望就学校 学年

 希望変更期間

 

申請理由

 

 

 



別記第４号様式（第５条） 
 第  号 

年  月  日 
 
 
            様 
 

千葉県茂原市教育委員会 
（公印省略）   

 
区域外就学許可通知書 

 
申請のあった区域外就学に対して審議した結果、下記のとおり決定したので通知します。 

  
記 
 

 
お問い合わせ先 

千葉県茂原市教育委員会 

住所  
電話 

 

児童生徒氏名  

 生年月日    年   月   日
 

現住所

 

保護者氏名  

 指定学校 学 年
 希望就学校 学 年
 変更期間    年   月   日 から   年   月   日 まで
 

申請理由

 備考



附　則 

　　（施行期日） 

１　この規則は、令和７年１１月４日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際現にあるこの規則にある改正前の様式により使用されて 

いる書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

 

 

提案理由　　地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、全国一律に

様式を統一することとなったことから、所要の改正をしようとするもので

す。



1 

議案第１号参考資料 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 改正後 現 行

  （申立て） 
第４条　学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号。以下「施行令」

という。）第８条の規定による指定学校の変更の申立てをする保護者

は、指定学校変更申請書（別記第１号様式）を茂原市教育委員会（以下

「教育委員会」という。）に提出し、指定学校変更許可通知書（別記第

２号様式）により、許可を受けなければならない。 
 

（区域外就学） 
第５条　施行令第９条の規定により、市外に居住する保護者がその学齢

児童又は学齢生徒を市内の小学校又は中学校に就学させようとすると

きは、区域外就学申請書（別記第３号様式）を教育委員会に提出し、区

域外就学許可通知書（別記第４号様式）により、許可を受けなければな

らない。

 （申立て） 
第４条　学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号。以下「施行令」とい

う。）第８条の規定による指定学校の変更の申立てをする保護者は、指定学校

変更許可申請書（別記第１号様式）を茂原市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）に提出し、その許可を受けなければならない。 

 

（区域外通学） 
第５条　施行令第９条の規定により、市外に居住する保護者がその学齢児童又

は学齢生徒を市内の小学校又は中学校に就学させようとするときは、市外居

住者就学申請書（別記第２号様式）を教育委員会に提出し、その承諾を受け

なければならない。



2 

議案第１号参考資料 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

 改正後 現 行

 

別記第１号様式（第４条）



3 

議案第１号参考資料 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 
 改正後 現 行

  



4 

議案第１号参考資料 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

 改正後 現 行

 



5 

議案第１号参考資料 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 
 改正後 現 行

 



6 

 
附　則（令和７年〇月〇日茂原市教育委員会規則第〇号） 

　　（施行期日） 

１　この規則は、令和７年１１月４日から施行する。 
（経過措置） 

２　この規則の施行の際現にあるこの規則にある改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。



議案第２号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得するよう市長に申し入れます。 

 

 

令和７年１０月２８日提出 

 

茂原市教育長　　富　田　浩　明　　 

 

 

１　取　得　財　産　　学習用タブレット端末　１，３５０台 

 

２　取　得　金　額　　５４，８７８，８５０円 

　　　　　　　　　　　（内消費税額　４，９８８，２５０円） 

 

３　取 得 の 相 手 方　　東京都江東区東陽２－３－２５ 

　　　　　　　　　　　株式会社　内田洋行 

　　　　　　　　　　　営業支援統括グループ 

　　　　　　　　　　　取締役常務執行役員営業支援統括グループ統括　小柳　諭司 

 

 

提案理由　　市内小中学校児童生徒の学習用タブレット端末等を取得するにあたり、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に

基づき、議会の議決を得ようとするものです。 

 

 



議案第２号参考資料 

 

１　学習用タブレット端末　配置内容 

　

 
学校種別 学　校　名 納入台数（台）

 

小学校

茂原市立茂原小学校 ３１５

 
茂原市立中の島小学校 ３３５

 
小学校計 ６５０

 

中学校

茂原市立東中学校 ４６５

 
茂原市立本納中学校 ２３５

 
中学校計 ７００

 
合　　計 １，３５０


